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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、企業価値を継続的に増大させていくという経営の基本方針を実現するために、コンプライアンスの重要性を認識し、社会・経済環境に対
応した迅速な意思決定と適時・適切な情報開示に努め、経営の透明性向上を図ることによって株主価値を高めることを経営上の最も重要な課題
の一つであると考え、その実現のために、各ステークホルダーとの良好な関係を築くとともに、内部統制機能の強化・整備を図りながら、コーポ
レート・ガバナンスの充実に努めていきたいと考えております。

なお、当社グループのコーポレート・ガバナンスに関する基本方針を定めた「グンゼ　コーポレートガバナンス・ガイドライン」は、以下の当社ウェブ
サイトに掲載しております。

https://www.gunze.co.jp/ir/policy/governance/index.html

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

＜補充原則4-8②＞独立社外取締役の経営陣・監査役との連携

当社は、筆頭独立社外取締役を決定しておりませんが、社外取締役及び必要に応じて社外監査役もメンバーとする社外取締役会議を定期的に開
催し、当社の事業及びコーポレート・ガバナンスに関する事項等について協議するとともに、社内取締役又は執行役員等経営幹部からの報告を受
ける機会を設けているほか、社外取締役と経営トップ及び取締役等とは適宜経営全般に関する意見交換を実施するなど、社外取締役と経営陣・
監査役会との連携体制を整備しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

＜原則1-4＞政策保有株式

(1) 当社は、創業の精神である「共存共栄」の企業理念のもと、業務提携、取引の維持・拡大等、事業の円滑な運営上必要と認められる場合に限

り、取引先の株式を政策的に保有します。

(2) これらの政策保有株式の保有継続可否および保有株数の適切性については、保有に伴う便益やリスク、資本コストを勘案した株式保有基準　

に基づき、毎年、取締役会で個別に検証いたします。また、保有意義の経済的合理性の検証は、取引事業部門の加重平均資本コストを基準とし
た個社別のROIC（税引き後事業利益÷保有株式時価）により実施いたします。

(3)なお、2022年度は、７銘柄（売却金額3,284百万円、売却損益591百万円）を売却し、当該株式保有残高を純資産の8.7％まで縮減することができ
ました。2022年度末の株式保有時価残高は10,250百万円となりますが、株式保有リスクの低減、資本効率向上の観点から、取引先企業との十分
な対話を経た上で、今後も縮減を進めてまいります。　

(4) また、保有株式に係る議決権については、内部運用基準として定めた議決権行使基準に則り、当該企業および当社の中長期的な企業価値向

上に資するものか否かを踏まえ、議案ごとに厳密な検証を行い、適切に行使いたします。

＜原則1-7＞関連当事者取引

当社は、取締役及び監査役が実質的に支配する法人との競合取引及び利益相反取引は、取締役会で報告し承認を得ることとしております。ま
た、毎年、関連当事者間取引調査を役員に実施し確認しております。関連当事者取引のうち重要性の高いものについては、法令に基づき、開示し
ております。

＜補充原則2-4 ①＞中核人材の多様性

(1) 多様性確保について

グンゼグループではＤ＆Ｉ（ダイバーシティ＆インクルージョン）を最も重要な人財戦略の一つと位置付けており、性別・年齢・就労ニーズなど、属性
や価値観などの多様性に関わらず、全ての構成員が働きがいを持ちながら自らの能力を十分に発揮できている姿を目指します。また、当社では、
女性、外国人、様々な職歴をもつキャリア採用者など、多様な人材の採用を継続的に行い、それぞれの特性や能力を最大限活かせる職場環境の
整備やマネジメント層の教育などの取り組みを進めております。また、新中期経営計画　VISION 2030の基本戦略の一つである「企業体質の進化」

を実現するため、働き方改革とエンゲージメント向上への取り組み強化、女性活躍推進、次世代支援等、非財務目標を掲げており、多様性確保に
向け推進してまいります。また、女性活躍の後押しと働き方の多様性推進という意味での男性従業員の育児休業取得率の向上も図ってまいりま
す。なお、非財務目標及び直近事業年度の実績については、本報告書の末尾に記載しておりますのでご参照ください。

（女性中核人材の登用等）

当社は、2015年１月から「大阪市女性活躍リーディングカンパニー」認証企業に３回連続で認証されるなど、女性活躍推進を積極的に行っておりま
すが、女性活躍のさらなる進化が現下の大きな課題となります。「各組織の意思決定者の一定割合を女性が占めている」状態の実現に向け、その
前提となる女性総合職の母集団の充実に積極的に取り組んでいます。具体的には女性総合職採用比率アップと定着促進、総合職以外の職群か
らの積極登用、リーダー層への育成プログラム充実などの施策により、2030年の女性従業員比率を41％（2022年度実績34％）まで高め、女性管
理職比率を20％（2022年度実績5.1％）以上にすることを目指します。

（中途採用者及び外国人の中核人材の登用等）

当社では、能力や適性など総合的に判断する人事制度により、性別・国籍や採用ルートによらず、機会の均等を図り中核人材への登用をしており



ます。直近３年度の中途採用比率の平均値は34％となっており、外国人の採用については、新型コロナウイルスの影響もあり、同期間の採用は２
名となっておりますが、引き続き多様性の確保に向けた施策を推進するとともに、目標についても検討してまいります。なお、正規雇用労働者の中
途採用比率ついては、本報告書の末尾に記載しておりますのでご参照ください。

(2) 多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針

「人財」は最大の経営資源、企業の競争力の礎であり、グンゼグループでは「変化に臆せず、自律的・自発的に挑戦できる人財の育成と企業風土
の醸成」が企業の成長に欠かせないものであると考えております。女性活躍を含む多様な人材活用や、リスク対応力強化なども含め、持続的成長
につながる企業風土の醸成に努めております。さらに、若年層や女性の幹部抜てきを目指した教育研修制度の導入を推進し、ダイバーシティ登用
の門戸を広げてまいります。また、既存の階層研修やキャリア研修に加え、さらなる施策として、1on1ミーティングの継続・手上げ式キャリア研修の
拡充・リカレント教育の推進・キャリア相談窓口の設置等により、キャリアを自ら主体的に考える機会を提供し、支援を拡大してまいります。なお、
育成体系図（一部抜粋）については、本報告書の末尾に記載しておりますのでご参照ください。

＜原則2-6＞企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮

当社の企業年金の運用は、財務管掌役員を長とする資産運用委員会を設置、会社および労働組合から適切な資質を持つ人材を委員として選任
し、資産運用方針、運用受託機関の選定および具体的な資産構成割合等について決定し、資産運用方針等、経営上の重要事項については、経
営執行会議にて審議の上、承認を得たうえで実行することとしております。また、資産運用委員会の委員は適宜、外部講習等の活用によりスキル
アップを図っております。

なお、当社の企業年金の運用委託先は全て日本版スチュワードシップ・コードを受入れております。

＜原則3-1＞情報開示の充実

(1)経営理念等、経営戦略、経営計画

当社グループは、「品質第一」と「技術立社」を基盤に、創業の精神である「人間尊重」、「優良品の提供」、「共存共栄」の企業理念の下、2022年度
から2024年度の3ヵ年を期間とする中期経営計画「VISION 2030 stage１」を策定しました。2030年ビジョンとして「新しい価値を創造し『ここちよさ』を

提供することで持続可能な社会の実現に貢献します」を掲げ、「変革と挑戦」をキーワードに、経済的利益と社会的利益を両立させるサステナブル
経営を通じて社会貢献と当社グループの持続的成長の実現を目指します。VISION2030stage1の基本戦略は、① 新たな価値の創出、② 資本コス

ト重視の経営、③ 企業体質の進化、④ 環境に配慮した経営を掲げており、最終年度の2024年度経営目標は、グループ売上高1,400億円、営業利

益100億円、GVA黒字化、株主資本コストを上回るROE6．32％以上としております。中でもROEをグループ重点指標として掲げ、引き続きGVAによ
る業績管理を事業毎に月度単位で実施するとともに、GVA黒字事業には、投下資本収益率を導入し、事業運営において意識づけを強化してまい
ります。また、サステナブル経営の視点から2030年度までの非財務目標を設定しており、基本戦略に基づき諸施策を強力に推進してまいります。
中期経営計画「VISION 2030 stage１」の概要については、以下の当社ウェブサイトに記載しておりますのでご参照ください。

https://www.gunze.co.jp/ir/policy/plan/index.html

(2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

本報告書１．基本的な考え方をご参照ください。

(3)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き

取締役の報酬等については、2007年６月開催の定時株主総会で決議された取締役報酬限度額に基づき、代表取締役と社外取締役で構成され、
社外取締役を議長とする取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会での審議を経た上で、報酬等の額を定め、取締役会で決定いたします。取
締役及び経営陣幹部の個人別の報酬等の額については、取締役会にて定める報酬制度に基づき、指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会で
決定いたします。また、中長期的な業績向上と企業価値向上に対するインセンティブとして、社外取締役を除く取締役に対し株式関連報酬を導入
しております。

(4)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き

取締役・監査役候補者の指名及び経営陣幹部の選任については、取締役会にて定める選任基準に基づき、指名・報酬委員会での審議を経た上
で、取締役会で決定いたします。取締役については、当社が機能ソリューション、メディカル、アパレル、ライフクリエイトの事業を多角的かつグロー
バルに展開していることから、これらの事業活動について適切かつ迅速な意思決定と執行の監督を行うことができるよう、ジェンダーや国際性を含
む多様性に配慮しながら、取締役会全体として、各事業分野、財務経理、技術開発・研究、営業・マーケティング、法務、人事等について知識・経
験・能力を有する社内出身の取締役と、他社での経営経験や社外の専門的な知識・経験と公正かつ客観的な立場から積極的な助言・提言できる
複数の社外取締役を選任し、バランスのとれた取締役会を構成することを基本方針とし、指名・報酬委員会の審議を経た上で、取締役会で決定い
たします。

監査役については、最低１名は財務・会計に関する適切な知見を有している者を含め専門的な視点と独立的な立場から公正な意見表明を行える
者で監査役会を構成することを基本方針として、指名・報酬委員会での審議及び監査役会の同意を経た上で、取締役会で決定いたします。

また、代表取締役などの業務執行取締役及び執行役員の経営陣幹部については、業績等につき指名・報酬委員会で毎年定期的に審査し、取締
役会にて定める解任基準に該当するとの審査結果であった場合は、取締役会に解任を勧告、取締役会にて審査結果を検証の上、基準に該当す
るとの結論に至った場合は、取締役候補者として指名せず、また、代表取締役・業務執行役員および執行役員としての役職を解任します。

(5)取締役会が上記(4)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の個々の選解任・指名についての説明

取締役・監査役の各候補者の指名理由については、株主総会参考資料に記載しております。また経営陣幹部を解任する場合は、その理由を当社
ウェブサイトにて開示いたします。

＜補充原則3-1 ③＞気候変動等のサステナビリティを巡る課題への取組み

(1) サステナビリティについての取り組み

当社グループは持続的な成長を図り、企業価値を高めるため、SDGs・CSV経営を見据え、以下の課題に取り組んでまいります。

　① QOLの向上への貢献（健康・福祉への貢献）② 緑豊かな環境づくりと環境問題対応

　③ 職場環境改善・働き方改革 ④ より良いコミュニティ・社会づくり

　⑤ プラスチック資源循環戦略の推進（資源循環基本方針に基づく推進）

　＜資源循環基本方針＞

　われわれは、プラスチックの３R＋Renewable※を積極的に推進し、廃棄量を削減することでプラスチック資源が循環する社会の実現に貢献する

　（１）プラスチックの減量化・再利用を推進する。

　（２）分別・リサイクルし易い製品設計と再生原料の積極的使用により、効果的・効率的なプラスチック資源循環に貢献する。

　（３）植物由来原料による製品開発を行い、石油化学原料の使用量削減に貢献する。

　（４）廃棄物の適切な管理と環境負荷を低減する生産活動により、つくる責任を果たす。

　※3R+Renewable：3Rは、Reduce（リデュース＝製品をつくる時に使う資源の量を少なくすることや廃棄物の発生を少なくすること）、Reuse

　　　（リユース＝使用済製品やその部品等を繰り返し使用すること）、Recycle（リサイクル＝廃棄物等を原材料やエネルギー源として有効

　　　利用すること）の頭文字Rを指し、これにRenewable（リニューアブル＝再生利用）を加えたもの

なお、2021年1月にサステナビリティ委員会設置とともに、SDGsに加え、2050年CO2排出ゼロ化といった中長期的な社会課題解決の要請に対しグ
ンゼグループとして取り組むべき5つのサステナブル重要テーマを再設定しました。

「1．気候変動への対応とその緩和」「2．資源循環型社会の実現」「3．サステナブル調達の実現」「4．ウエルネス&ヘルス」「5．人と社会への配慮」
のテーマについて、新中期経営計画VISION2030の基本戦略の一つである「環境に配慮した経営」を実現するため、2030年から2050年にかけての



具体的施策及び数値目標を策定し、サステナビリティ目標（非財務目標）を設定しております。詳細については、当社ウェブサイト「サステナビリ
ティ」TCFD提言に基づく情報開示（https://www.gunze.co.jp/sustainability/report/for_environment/）をご参照ください。また、サステナビリティ目標
は、社会の持続的発展とグンゼグループの持続的成長を両立させるサステナブル経営を一層推進するための基軸となります。グンゼグループ
は、機能を強化する「サステナビリティ委員会」のもとにグループ全体のサステナブル経営をさらに加速してまいります。なお、グンゼグループのマ
テリアリティ図を本報告書の末尾に記載しておりますので、ご参照ください。

また、サステナビリティ基本方針・推進体制については、以下の当社ウェブサイトをご参照ください。

https://www.gunze.co.jp/sustainability/management/system/

(2) 経営戦略・経営課題との整合性を意識した人的資本や知的財産等への投資について

当社は、サステナブル経営により中長期的な社会課題の解決に取り組んでおり、人的資本や知的財産への投資等については、自社の経営戦略・
経営課題との整合性を意識しつつ、これらをはじめとする経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行が企業の持続的な成長に資
するよう、わかりやすく具体的な情報開示を進めてまいります。人的資本の投資等については、補充原則2-4 ①をご参照ください。また、知的財産

への投資等については、新中期経営計画VISION2030の基本戦略の一つである「新たな価値の創出」を実現するため、新規事業創出及び新分野・
新領域拡大による既存事業の成長に対して積極的且つ戦略的な投資を行っており、それらの成果として創出された知的財産を重要な経営資産の
一つとして位置付け、知的財産権としての権利化及びそれらの権利を積極的に活用することで、当社事業領域において持続的な成長を目指して
おります。また、2023年３月末現在において、当社の特許権保有件数は904件（国内655件、海外249件）、意匠権保有件数は208件（国内200件、
海外8件）、商標権は2,742件（国内1,946件、海外796件）となっております。なお、当社Webサイトのサステナビリティ開示方針の中で、グンゼ統合レ
ポートを通じて、非財務情報についても積極的な開示を行っております。当該情報については、以下の当社ウェブサイトをご参照ください。

https://www.gunze.co.jp/sustainability/disclosure/

（3）気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響について、TCFD の枠組みまたはそれと同等の枠組みに基づく

質と量の開示

グンゼグループは2021年10月に金融安定理事会（FSB）の「気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）提言に賛同を表明しました。TCFDで
は、気候変動に関する検討体制や、気候変動が中・長期の企業価値に及ぼす影響、及び、気候変動によるリスク・機会の特定について評価する
ための指標と目標、さらにこれらの検討内容が企業経営にどのように反映されるか等の開示が求められています。　　

関連情報の開示については、以下の当社ウェブサイト「サステナビリティ」TCFD提言に基づく情報開示をご参照ください。

https://www.gunze.co.jp/sustainability/report/for_environment/

＜補充原則4-1①＞経営陣に対する委任の範囲

取締役会は、法令及び定款並びに取締役会規則において定められた重要な業務執行の決定を行いますが、取締役会の機能をより強化し経営効
率を向上させるため、代表取締役、役付取締役、機能別担当取締役・執行役員等で構成される経営執行会議を概ね週一回開催し、当社グループ
の業務執行に関する重要事項の審議を行っております。また、意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入するとともに、「業務分掌内
規」や「責任権限規定」を制定し、当社グループの内部統制の妥当性確保、業務執行手続きの明確化並びに経営・管理の効率向上に努めており
ます。

＜原則4-9＞独立社外取締役の独立性判断基準及び資質

当社は、社外取締役の選任にあたり、会社法上の要件に加え、東京証券取引所が規定等で定める独立性に関する判断基準を満たし、一般株主
と利益相反の生じるおそれのない者を選任しております。３名の社外取締役は東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

＜補充原則4-10①＞指名委員会・報酬委員会の 独立性、権限・役割等の開示

当社は、取締役会の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置しており、取締役会は以下の決定に関し意見表明や助言を求めており、公正性・
客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的としております。

（1）取締役・監査役の選任・解任（株主総会決議事項）並びに執行役員の選任・解任に関する事項

（2）代表取締役、役付取締役の選任・解任に関する事項

（3）後継者計画（育成を含む）に関する事項

（4）取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項

（5）取締役の報酬等（個々の金額を含む）に関する事項

（6）その他指名、報酬に関わる経営上の重要事項で、委員全員が審議の必要性を認めた事項

取締役・監査役候補者の指名及び経営陣幹部の選任については、取締役会にて定める選任基準に基づき、指名・報酬委員会での審議を経た上
で、取締役会で決定しております。取締役候補者を決定するに際しては、経営戦略に照らし当社グループの事業活動について適切かつ迅速な意
思決定と執行の監督を行うことができるよう、ジェンダーや国際性を含む多様性に配慮しながら、取締役会全体として、各事業分野、財務経理、技
術開発・研究、営業・マーケティング、法務、人事等について知識・経験・能力を有する社内出身の取締役と、他社での経営経験や社外の専門的
な知識・経験と公正かつ客観的な立場から積極的な助言・提言できる複数の社外取締役を選任し、バランスのとれた取締役会を構成することを基
本方針としております。また、監査役候補者については、優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに、高い倫理観を有している者で、監査役
のうち最低１名は、財務・会計に関する適切な知見を有している者を含め専門的な視点と独立的な立場から公正な意見表明を行える者で監査役
会を構成することを基本方針としております。なお、代表取締役などの業務執行取締役及び執行役員の経営陣幹部については、業績等につき指
名・報酬委員会で毎年定期的に審査し、取締役会にて定める解任基準に該当するとの審査結果であった場合は、取締役会に解任を勧告、取締役
会にて審査結果を検証の上、基準に該当するとの結論に至った場合は、取締役候補者として指名せず、また、代表取締役・業務執行取締役及び
執行役員としての役職を解任します。取締役の報酬等については、指名・報酬委員会での審議を経た上で報酬等の額を定め、取締役会で決定し
ており、取締役及び経営陣幹部の個人別の報酬等の額については、取締役会にて定める報酬制度に基づき、指名・報酬委員会の審議を経て、取
締役会で決定しております。また、取締役会は、社長の後継者の育成を経営上の重要事項のひとつであると認識し、指名・報酬委員会での審議に
より社長の資質に関する要件や育成方針を定めた承継プランを策定し、取締役会で決定しており、取締役会は、当該承継プランを共有し、指名・
報酬委員会の報告により社長候補者となり得る経営幹部の育成状況を定期的に確認するとともに、社長が退任するときには、承継プランに基づ
き、社長の後継者となるべき候補者を決定しております。なお、「指名・報酬委員会」の構成員について、代表取締役２名と社外取締役３名で構成
され、過半数を社外取締役が占める体制としており、また、社外取締役が議長を務めることにより、独立性及びモニタリング機能の強化が十分に
図られていると判断しております。

＜補充原則4-11①＞取締役会等の構成についての考え方

当社の取締役会の人数は15名以下とし、そのうち２名以上は独立性の高い社外取締役としております。

当社の取締役は、経営戦略に照らし当社グループの事業活動について適切かつ迅速な意思決定と執行の監督を行うことができるよう、ジェンダー
や国際性を含む多様性に配慮しながら、取締役会全体として、各事業分野、財務経理、技術開発・研究、営業・マーケティング、法務、人事等につ
いて知識・経験・能力を有する社内出身の取締役と、他社での経営経験や社外の専門的な知識・経験と公正かつ客観的な立場から積極的な助
言・提言できる複数の社外取締役を選任しており、取締役会の構成及び選任については、指名・報酬委員会での諮問・答申を受け取締役会で決
定しております。また、当社の監査役のうち最低１名は、財務・会計に関する適切な知見を有している者であることとしております。スキルマトリック
ス表については、本報告書の末尾に記載しておりますのでご参照ください。



＜補充原則4-11②＞取締役・監査役の兼任状況

当社の社外取締役及び社外監査役は、当社以外に３社を超えて他の上場会社の取締役又は監査役を兼任してはならないこととしております。そ
の兼任状況は、株主総会招集通知、有価証券報告書、コーポレート・ガバナンス報告書等を通じて毎年開示しております。

＜補充原則4-11③＞取締役会全体の実効性の分析・評価

当社では、全ての取締役・監査役が取締役会の有効性、自らの役員としての業績等について毎年自己評価を行い、その結果を取締役会に提出
し、取締役会は、その集計結果に基づき、毎年、取締役会全体の実効性について分析・評価を行うこととしており、2019年度からは、自己評価・分
析において外部機関の助言を得て実施しております。2022年３月には、取締役会の構成員であるすべての取締役・監査役を対象とし、外部機関に
直接回答することにより匿名性を確保した上でアンケートを実施いたしました。外部機関からの集計結果の報告、助言を踏まえ、2023年５月開催
の定時取締役会において報告し、評価・議論を行った結果、アンケートの回答からは、取締役会の構成、運営状況、付議事項、個々の役割遂行、
相互監督等、総じて肯定的な評価が得られており、さらに外部機関活用以降の評価結果の推移、前年度評価並びに社外データとの比較も勘案
し、取締役会全体の実効性は確保されていると認識しております。その中で、中期経営計画の重要課題と位置付けておりますＥＳＧへの対応やサ
ステナビリティへの取り組みに加え、リスクマネジメント・内部統制システムに対する監督強化、経営戦略他の重要な経営課題に関する議論の活
性化、株主や投資家との対話状況のフィードバックが取締役会実効性の向上に向けた継続的な課題として重要であることを確認しており、より効
果的な施策を検討し、取締役会の実効性の向上に引き続き取り組んでまいります。

＜補充原則4-14②＞取締役・監査役のトレーニング方針

当社の新任取締役（社外取締役を含む）は、就任後速やかに、法務、コンプライアンス管掌取締役又は外部弁護士等による研修プログラムに参加
するとともに、当社の経営戦略、財務状態その他の重要な事項につき社長又はその指名する業務執行取締役又は役職員から説明を受けることと
しております。また、当社の取締役及び監査役は、その役割を果たすために、当社の財務状態、法令遵守、コーポレート・ガバナンスその他の事項
に関して、常に能動的に情報を収集し、研鑽を積まなければならないこととしております。なお、外部研修などにかかる費用は、請求等に基づき会
社が負担しております。

＜原則5-1＞株主との建設的な対話に関する方針

当社は、中長期的な企業価値の向上に資するよう、株主との建設的な対話を推進しております。

(1)株主や機関投資家との対話（面談）は、広報IR室が中心となり関連部署と連携し対応しておりますが、必要に応じて、財務担当取締役・執行役
員をはじめ取締役・経営幹部が面談を行っております。

(2)株主や投資家に対しては、社長及び財務担当取締役・執行役員ほか主要経営幹部によるアナリスト、機関投資家向け決算説明会を年２回実
施するほか、スモールミーティングを都度実施しております。また、証券会社が主催するIRフェアへ参加し、個人投資家向け説明会を開催しており
ます。

(3)株主や投資家から寄せられた意見は、広報IR室でとりまとめ、取締役、経営幹部にフィードバックし、中長期的な経営方針に反映しております。

(4)株主や投資家との対話に際しては、「情報開示規程」「内部者取引の規制および内部情報の管理に関する規程」「情報開示に関するポリシー」
を徹底し、フェアディスクローズとインサイダー情報管理に留意しております。

(5)2022年度は、社長及び財務担当取締役・執行役員ほか主要経営幹部によるアナリスト、マスコミ、機関投資家向け決算説明会を５月、11月に
実施したほか、メディカル事業等セグメントに特化したスモールミーティングを実施しました。また、機関投資家や株主からの対話要請に応じ、社長
及び財務担当取締役が直接対話することで、エンゲージメントの強化を図りました。また、年間を通じて広報IR室が主体となり、およそ100社200名
のファンドマネージャーやアナリストと対話を重ねており、12月から３月にかけては、財務担当取締役が主体となり、実質株主である議決権行使担
当者と建設的な対話を行いました。当該株主、機関投資家の意見や懸念事項については、取締役会や経営陣にフィードバックしており、情報共有
することで資本効率や企業統治の改善に努めております。

＜原則5-2＞経営戦略や経営計画の策定・公表

当社は、経営戦略・経営計画の策定において、経済的付加価値指標を重視しております。具体的には、当社独自の経済的付加価値指標であるＧ
ＶＡ※を経営上の重要管理指標として位置づけ、事業部門の業績評価、投資採算性評価等に活用しております。なお、策定した経営戦略・経営計
画については、経済的付加価値の観点を踏まえて定期的に進捗状況を確認し、必要に応じて事業構造の見直し及び資源の再配分を実施してま
いります。また、前中期経営計画の成果と課題及び外部環境の変化を踏まえ、2022年度から2024年度の３ヵ年を推進期間とする新中期経営計画
「VISION2030stage１」を策定しました。新中期経営計画の概要については、原則3-1(1)経営理念等、経営戦略、経営計画をご参照ください。また、
資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応については、以下の当社ウェブサイトに掲載しております「グンゼ統合レポート」をご参照く
ださい。

https://www.gunze.co.jp/sustainability/integrated_report/

　※ＧＶＡとは経済的付加価値を表す当社独自指標であり、税引後事業利益から投下資本使用に伴う資本コストを控除したもの。資本コストは事
業リスクの異なる部門別に設定する加重平均資本コスト（WACC）に投下資本を乗じて算出する。



２．資本構成

外国人株式保有比率 10%以上20%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

株式会社日本カストディ銀行 2,520,600 14.79

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 2,072,100 12.16

株式会社京都銀行 587,592 3.45

グンゼグループ従業員持株会　 476,380 2.79

全国共済農業協同組合連合会 451,000 2.65

DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO 306,100 1.80

株式会社三菱UFJ銀行 297,082 1.74

第一生命保険株式会社 290,030 1.70

株式会社GSIクレオス 271,293 1.59

グンゼ共栄会 207,810 1.22

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

2023年３月31日現在の大株主の状況となります。また割合は、自己株式（247,092株）を控除した発行済株式を分母として計算しております。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 プライム

決算期 3 月

業種 繊維製品

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 15 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 会長（社長を兼任している場合を除く）

取締役の人数 9 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

中井　洋恵 弁護士

鯨岡　修 他の会社の出身者

木田　理恵 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

中井　洋恵 ○ ―――

弁護士として企業法務や一般民事等、幅広い
分野における経験・識見が豊富であり、当社取
締役会の意思決定に際して法令を含む企業社
会全体を踏まえた客観的視点で的確な指導・
助言をいただくため。

中井洋恵氏と当社の間には特別な利害関係が
なく、一般株主と利益相反の生じる恐れはない
ものと判断し、独立役員として指定しておりま
す。



鯨岡　修 ○

濁音㈱代表取締役社長

兼務先と当社の間には特別な関係はあり
ません。

出版社の執行役員として要職歴を活かし、特に
当社の成長事業であるメディカル分野に幅広
い知見を有しており、当社取締役会の意思決
定に際し的確な指導・助言をいただくため。　　

鯨岡修氏と当社の間には特別な利害関係がな
く、一般株主と利益相反の生じる恐れはないも
のと判断し、独立役員として指定しております。

木田　理恵 ○

㈱女ゴコロマーケティング研究所代表取
締役

兼務先と当社の間には特別な関係はあり
ません。

女性の価値観、ライフスタイル、購買行動など
の研究に長きに亘り要職として携わり、独自の
視点で多くのクライアントにマーケティング活動
の支援をしており、特にBtoC取引や女性活躍
推進において、その豊富な経験と識見に基づ
き、当社取締役会の意思決定に際し的確な指
導・助言をいただくため。

木田理恵氏と当社の間には特別な利害関係が
なく、一般株主と利益相反の生じる恐れはない
ものと判断し、独立役員として指定しておりま
す。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 5 0 2 3 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 5 0 2 3 0 0
社外取
締役

補足説明

指名・報酬委員会は、代表取締役２名と社外取締役３名で構成され、社外取締役を議長とする取締役会の諮問機関となります。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役及び監査役会は、年初に会計監査人からの監査計画の概要や重点監査項目についての報告を受け、その妥当性についての意見を述べ
ております。期中・期末に会計監査人から会計監査報告を受けるとともに、監査の品質管理体制について文書等による説明を受け、その妥当性を
確認しております。必要に応じて会計監査人の往査及び監査講評に立ち会うほか、監査の実施経過や監査結果等に関する意見交換を監査役・
会計監査人間で適宜行うなど、恒常的かつ緊密な連携を維持しております。また、監査上の主要な検討事項（KAM）に関しては、定期的に会計監
査人から多角的な視点で選定にかかる参考情報の提示を受け、経理部門も交え意見交換を実施してまいりました。選定された内容については会
計監査人より詳細な説明を受け、質疑を行っております。

監査役及び監査役会は、年初に内部監査部門である業務監査室と、内部監査計画の概要、内部監査項目についての事前確認を行っておりま
す。また、必要に応じて業務監査室の往査及び監査講評に立ち会うほか、内部監査実施後には、業務監査室から監査結果について報告を受け、
その監査結果を内部統制システムにかかる監査役監査に活用をしております。



社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

舩冨　康次 税理士

中　紀人 弁護士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

舩冨　康次 ○

㈱ジェイ・エス・ビー社外監査役

兼務先と当社の間には特別な関係はあり
ません。

国税局幹部、税理士としての豊富な経験と財
務及び会計に関する専門的知見に基づき、財
務会計の健全性を踏まえた客観的な視点から
独立性をもって的確な提言をいただくため。　

舩冨康次氏と当社の間には特別の利害関係が
なく、一般株主と利益相反の生じる恐れはない
ものと判断し、独立役員として指定しておりま
す。

中　紀人 ○ ―――

弁護士としての専門的な知識および幅広く豊富
な実務経験に基づき、コンプライアンスを踏ま
えた客観的な視点から独立性をもって的確な
提言をいただくため。　　　　　　　　　　　　　　　

中紀人氏と当社の間には特別な利害関係がな
く、一般株主と利益相反の生じる恐れはないも
のと判断し、独立役員として指定しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 5 名

その他独立役員に関する事項

当社は、独立役員の資格を充たす社外役員をすべて独立役員に指定しております。



【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明

2019年６月25日開催の第123期定時株主総会において、社外取締役を除く取締役に対し、株主の皆様との一層の株主価値共有を進めるため、ま
た、当社の中長期の業績との連動性を高め、企業価値の持続的な向上を図ることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。な
お、本制度導入に伴い、株式報酬型ストックオプション制度は廃止しました。取締役の報酬体系は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ
として機能させるため、会社業績とも連動した報酬体系とし、個々の決定に際しては、各職責を踏まえた適切な水準とすることを基本方針としてお
ります。業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績指標（KPI）との連動を考慮した賞与及び株式報酬により構成し、監督機能を
担う社外取締役については、その職務に鑑み基本報酬のみを支払うこととしております。また、当社は、役員報酬制度をコーポレートガバナンスに
おける重要課題のひとつとして位置づけており、中期経営計画VISION 2030のスタートに合わせて、当社の企業価値の最大化に向けた意欲をより

高めるため、業績連動報酬の割合を高めることとし、額の算定にあたっての業績指標（KPI）は、賞与については業績評価等で重要視しているGVA

（経済的付加価値）を、株式報酬については株主総利回り（Total Shareholders Return）とTOPIX との相対評価及びESG評価指標として全社CO2

排出量削減目標の達成度合に基づく評価を採用することとしております。　　　　　　　　　

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

社外取締役を除く取締役６名の年間報酬総額177百万円(うち基本報酬103百万円、譲渡制限付株式報酬35百万円、賞与38百万円)、社外監査役
を除く監査役２名の年間報酬総額24百万円(うち基本報酬24百万円)、社外役員５名の年間報酬は36百万円であります。

(注)

1.役員ごとの連結報酬等の総額が1億円以上である者の該当はありません。

2.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なものはないため、取締役の報酬等の額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含めており ま

せん。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

本報告書【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】＜原則3-1情報開示の充実＞の(3)をご参照ください。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

取締役会開催に際し、社外取締役に対しては財務担当取締役・執行役員又は担当役職員より、また社外監査役に対しては常勤監査役より取締
役会資料を事前に配付し、必要に応じて説明しております。また、社外取締役と経営トップ及び取締役等とは適宜経営全般に関する意見交換を実
施しております。社外監査役に対しては、業務執行に関する重要事項の審議を行う経営執行会議の資料について、原則毎月１回開催する監査役
会において常勤監査役より内容を説明しております。

なお、社外監査役は、「監査役監査規程」に基づき必要に応じて業務監査室等の使用人を使用することができます。



２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

＜取締役、取締役会、執行役員＞

当社は監査役会設置会社であります。現行の経営体制は、社外取締役３名を含む取締役　９名（うち女性２名）であります。また、意思決定の迅速
化及び業務執行体制の強化を図るため執行役員制度を導入しており、取締役兼務者５名を含む執行役員14名を選任しております。なお、経営責
任の明確化を図るとともに、経営環境の変化により迅速に対応できる経営体制とするために、取締役及び執行役員の任期は１年としております。

取締役会は、原則として月１回開催（2023年３月期は13回開催）されており、業務執行に関する重要事項や法令、定款に定められた事項の決定を
行うとともに、取締役の職務執行状態を監督しております。これと併せて代表取締役、役付役員、機能別担当取締役・執行役員で構成される経営
執行会議を開催（2023年３月期は20回開催）し、業務執行に関する重要事項の審議を行い、意思決定の迅速化を図っております。

また、取締役・監査役候補者の指名、経営陣幹部の選任及び取締役の報酬等の決定手続きにおける独立性・透明性・客観性を確保することを目
的に、取締役会の諮問機関として、代表取締役２名と社外取締役３名で構成され、社外取締役を議長とする指名・報酬委員会を設置しておりま
す。

＜社外取締役＞

３名の社外取締役（うち女性２名）は、社外の専門的な知識・経験と公正かつ客観的な立場から、取締役会において助言・提言を行うとともに、経
営トップ及び取締役等と経営に関する意見交換を実施するなど、当社のコーポレート・ガバナンスが有効に機能することに寄与しております。な
お、社外取締役と当社の間には、特別な利害関係はありません。

＜監査役、監査役会＞

監査役会は社外監査役２名を含む監査役４名で構成されております。監査役は、取締役会・経営執行会議等の重要会議への出席、当社事業部
門・管理部門への往査、国内外の子会社調査等を実施し、経営への監視機能を果たしております。なお、社外監査役と当社の間には、特別な利
害関係はありません。

＜監査役の機能強化に向けた取組状況＞

当社は、「内部統制システムの整備に関する基本方針」において、監査役監査が実効的に行われることを確保するための体制等について規定し
ており、監査役は、「監査役会規則」、「監査役監査規程」に基づき、監査方針の策定や業務分担等を行い、定期的に代表取締役を含む取締役、
会計監査人及び内部監査部門である業務監査室と意見交換、情報交換を行っております。なお、業務監査室長は内部監査を実施した内容、なら
びに内部統制監査の実施結果を監査役会に報告するとともに、適宜、監査役からの要請に応じて、業務監査室等の使用人が必要な調査を実施
し、遅滞なく報告しております。

常勤監査役には、当社における経理財務部門での経験を有し、財務・会計に関する相当程度の知見を有する者が就いており、社外監査役は、弁
護士としての専門的な知識を有する者と税理士としての財務・会計に関する相当程度の知見を有している者とで構成し、経営監視機能の強化を
担っております。

＜内部監査＞

当社は、関係会社を含めた業務プロセスの適正性及び経営の効率性を監査する目的で、社長直轄の内部監査部門として業務監査室を設置して
おります。現在６名のスタッフにより内部監査を実施しており、内部統制機能の充実を図っております。また、業務監査室では、監査役及び会計監
査人と連携を密にし、当社及び関係会社の業務の執行状況及び内部統制状況を監査しております。業務監査室による監査結果は、社長及び（社
内）監査役に報告するとともに、関係部門に対して周知徹底を図っております。業務監査室長は監査役会に常時出席しており、監査役会の機能発
揮を図る観点から、監査役会に対して直接報告を行うデュアルレポーティングラインを構築し運用しております。

＜会計監査＞

当社は、会社法に基づく会計監査人及び金融商品取引法に基づく会計監査に協立神明監査法人を選定しておりますが、同監査法人及び当社監
査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありません。2023年３月期において業務を執行した公認会計士の
氏名、監査業務に係る補助者の構成につきましては下記のとおりであります。

・業務を執行している公認会計士の氏名

　代表社員 業務執行社員：朝田　潔

業務執行社員：手島達哉

・監査業務に係る補助者の構成

公認会計士12名、米国公認会計士１名、会計士試験合格者１名

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、企業価値を継続的に増大させていくという経営の基本方針を実現するために、コンプライアンスの重要性を認識し、社会・経済環境に対
応した迅速な意思決定と適時・適切な情報開示に努め、経営の透明性向上を図ることによって株主価値を高めることを経営上の最も重要な課題
の一つとして取り組んでおります。その実現にあたっては、社外取締役および社外監査役の設置により経営の透明性を確保し、また、迅速な意思
決定及び経営・業務執行の監視が機能する企業統治体制を整備する必要があることから、現行の体制を採用しておりす。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
定時株主総会開催日の中３週間前に早期発送を行っております。また、発送日に先立っ
て当社及び東京証券取引所のウェブサイトにおいて招集通知（英訳版を含む）を掲載して
おります。

集中日を回避した株主総会の設定 直近の定時株主総会は、６月23日に開催いたしました。

電磁的方法による議決権の行使
議決権行使の利便性を高めるため、インターネットによる議決権行使ができる電子投票制
度を導入しております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

2008年６月開催の第112期定時株主総会より、株式会社 ICJが運営する機関投資家向け

議決権電子行使プラットフォームを導入しております。

招集通知（要約）の英文での提供
当社ホームページに英文の招集通知、決議通知（いずれも英語版含む）を掲載しておりま
す。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

個人投資家向けに定期的説明会を開催
証券会社が主催するIRフェアへ参加し、個人投資家向け説明会を開催しており
ます。

なし

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

トップおよび主要事業部門長によるアナリスト・機関投資家向け決算説明会を
年２回（中間期・決算期）実施しております。

あり

IR資料のホームページ掲載
決算情報、有価証券報告書、四半期報告書、中期経営計画、株主総会説明資
料、招集通知、決議通知その他適時開示を行った情報は、すべて当社ウェブ
サイトに掲載しております（最大５期分）。

IRに関する部署（担当者）の設置 広報IR室が担当しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

「サステナビリティ推進規程」において、ステークホルダーからの要請・期待に誠意をもって
応え、公正で誠実な企業活動を推進し、社会的責任を果たすことを基本方針として規定し
ております。「リスク管理規程」では、リスク発生時のステークホルダーへの影響を最小限と
するための対応基準、再発防止の対応措置について規定しております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施
経済産業省の「価値協創ガイダンス」などを参考にして「グンゼ統合レポート」を作成・公開
し、当社ウェブサイトにも掲載しております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

「情報開示規程」において、適正な情報を迅速かつ公正、公平に開示することを基本姿勢
とする旨、規定している。また、当社ホームページに「情報開示に関するポリシー」を掲載し
ております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を制定し、内部統制システム、リスク管理体制等の整備に努めております。今後も継続的
に内部統制システムの有効性について監視、評価・検証を行い、体制の整備・充実を図ってまいります。また、当社は、取締役会において以下の
とおり「内部統制システムの整備に関する基本方針」を決議しております。

１ 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1) 当社は、当社グループ構成員の具体的な行動指針として制定した「グンゼ行動規範」を周知徹底し経営理念の実現を図るものとする。

(2) 当社は、当社グループのサステナビリティへの取り組みを強化するため、サステナビリティ担当取締役もしくは執行役員を任命するとともに、特

に法令等遵守と企業倫理の確立を図るためにコンプライアンス担当取締役もしくは執行役員を任命する。また、「サステナビリティ推進規程」及び
「リスク管理規程」に基づき、組織横断的に統括する組織である「サステナビリティ委員会」(委員長：サステナビリティ担当取締役もしくは執行役員)
及び「リスクマネジメント委員会」(委員長：コンプライアンス担当取締役もしくは執行役員)を設置するものとする。これらに関連する重要な課題は両
委員会より経営執行会議に報告の上、取締役会に報告されることによりリスクと機会を把握・監視できる体制を整備し、法令等遵守を含めたガバ
ナンス体制の強化を図るものとする。

(3) 当社は、「取締役会規則」に基づき、取締役会を原則として毎月１回開催し、取締役会は当社グループの重要な業務執行の決定を行うととも

に、取締役の職務執行を監督するものとする。

(4) 当社は、取締役会の経営監視機能の強化を図るため、独立性の高い社外取締役を選任するものとする。

(5) 当社は、取締役・執行役員・監査役等を対象としたセミナー等を実施し、違法行為や不正の未然防止に努めるものとする。

(6) 常勤監査役は、「監査役監査規程」に基づき取締役会のほか重要な会議に出席し、取締役の職務執行を監査するものとする。

(7) 当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的な勢力及び団体からの要求には、全社をあげて迅速かつ組織的に対応するととも

に、外部専門機関と連携を図り、断固排除する姿勢を堅持するものとする。

(8) 当社は、「情報開示規程」に基づき、情報取扱責任者を置いて、当社グループの会社情報の的確な管理・統制を図るとともに、開かれた企業グ

ループとして、適正な情報を迅速かつ公正に開示するものとする。

２　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社は、株主総会議事録、取締役会議事録、稟議書、契約書などの取締役の職務遂行に係る文書、資料、情報については、「文書規程」等によっ
て保存・管理を行うものとする。

３　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1) 当社は、「リスク管理規程」に基づき、当社グループの組織横断的なリスク管理体制を強化し、リスク全般についてその未然防止や不測の事態

への適切な対応を図るものとする。特に情報リスクに関しては、「ITセキュリティ方針」・「ITセキュリティ対策標準」に基づき、当社グループの情報資
産の保護に努めるものとする。

(2)当社は、「営業秘密等管理規程」に基づき、知的財産室営業秘密管理担当者による研修及び監査活動を通じて、当社グループにおける営業秘
密の適正な管理に努め、重要な営業秘密の漏えい防止を図るものとする。

４　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1) 当社は、取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、「経営執行会議規約」に基づき、代表取締役、役付取締役、機能別担当取

締役・執行役員等で構成される経営執行会議を概ね隔週ごとに開催し、当社グループの業務執行に関する重要事項の審議を行うものとする。

(2) 当社は、業務の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、取締役会のチェック機能を強化するとともに、取締役会の活性化と意思決定の

迅速化を図るため、執行役員制をとるものとする。

(3) 当社は、変化の激しい経営環境に機敏に対応し、経営責任の明確化を図るため、取締役の任期を1年とする。

(4) 当社は、「業務分掌内規」、「カンパニー長責任権限規程」、「事業部長責任権限規程」を制定し、当社グループの内部統制の妥当性確保、業務

執行手続きの明確化並びに経営・管理の効率向上に努めるものとする。

(5) 当社は、当社グループの業務執行を効率的に行うため、ITを活用した業務改革を推進するものとする。

(6)監査役は、取締役が行う重要な意思決定が善管注意義務・忠実義務の履行の観点に適合する形でなされることを確保する体制の構築・運用
状況について、監視・検証するものとする。

５　使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1) 当社は、コンプライアンスの徹底を図るため、当社グループ構成員に対して必要な教育・研修を定期的に実施するほか、法令の制定・改正が

行われた場合、また当社グループや他社で重大な不祥事や事故が発生した場合には、すみやかに必要な教育・研修を実施するものとする。

(2) 当社は、当社グループに適用する規程・規約を社内イントラネットに掲載し、使用人がいつでも縦覧できるようにするものとする。

(3) 法令違反に関する情報については、相談・通報の窓口「( なんでも相談ホットライン」)及び第三者通報窓口を通して使用人が直接通報を行う手

段を確保し、不祥事や事故の早期発見・解決に努めるものとする。

６　企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1) 当社は、各部門・グループ各社にリスク管理責任者を置き、コンプライアンスの徹底を図るとともに「リスクマネジメント委員会を設置し、リスクの

予防及び発生したリスクへの迅速な対応、再発防止の体制を整備するものとする。特にITセキュリティについては、当社各部門・グループ各社にIT
セキュリティ責任者(DIO：ディビジョン・インフォメーション・オフィサー)を置き、管理の徹底を図るものとする。

(2) 当社は、当社グループ各社の経営について、その自主性を尊重しつつ、事業内容の定期報告と重要案件についての事前協議等を通じて指

導・助言を行い、業務の適正化を図るものとする。

(3) 業務監査室は、当社グループの業務全般に係わる内部統制の有効性について監査し、企業集団としての業務の適正と効率性確保を図るもの

とする。

(4) 監査役は、前項(3)の監査報告に基づき、監査を必要とする当社グループ会社に対して、内部統制の有効性、企業集団としての業務の適正と

効率性について監査を行うものとする。なお、監査役が必要と認めた場合については、当社グループ会社に対して、監査役が直接監査を行うもの
とする。

７　財務報告の信頼性を確保するための体制

当社は、金融商品取引法に定める財務報告に係る当社グループの内部統制の有効性を的確に評価するため、「内部統制実施基準」に基づき、内
部統制評価責任者（財務担当取締役・執行役員）ほか各種責任者を置いて、連結財務諸表を構成する当社及び連結子会社の内部統制を整備・
運用・評価し、その結果を内部統制報告書として公表するものとする。

８　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、及び当該使用人の取締役からの独立性な
らびに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

(1) 監査役は、監査業務を補助するため、「監査役監査規程」に基づき必要に応じて業務監査室等の使用人を使用できるものとする。

(2) 監査役により監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に関して、取締役、業務監査室長等、上長の指揮命令を受けないものとす

る。

９　取締役及び使用人並びに子会社の役職員が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

(1) 当社グループの役職員は、会社の信用や業績に大きな悪影響を与えるなど、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見し



たときは、適切な措置を講ずるとともに、遅滞なくその事実を当社監査役に報告するものとする。

(2) 当社グループの役職員は、当社監査役から監査において必要となる報告の要求があった場合には、遅滞なく報告するものとする。

(3) 定期的にグループ監査役会を開催し、子会社の監査役が子会社のコンプライアンスリスク等を報告するものとする。

(4) 業務監査室長は、業務監査室による当社グループの監査指摘事項を遅滞なく監査役に報告するものとする。

(5) 当社グループの役職員は、上記５の(3)の「なんでも相談ホットライン」及び第三者通報窓口を通して使用人から直接通報が行われた法令違反

に関する情報のうち重要な事項については、遅滞なく監査役に報告するものとする。

(6) 当社は、「公益通報者等保護規程」に基づき、前項(5)の報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取

り扱いを行うことを禁止する。

10　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制　

(1) 監査役は、「監査役会規則」、「監査役監査規程」に基づき、監査方針の策定や業務分担等を行い、定期的に代表取締役、会計監査人及び業

務監査室と意見交換、情報交換を行うものとする。

(2) 監査役は、取締役及び使用人に監査指摘事項を提出するとともに、必要に応じて該当部門の是正勧告や助言を行うなど、内部統制が有効に

機能するよう努めるものとする。

(3) 監査役の半数以上は社外監査役とし、監査における透明性を確保するものとする。

(4)当社は、監査役が会社法388条に基づき費用の支出等を請求したときは、当該請求がその職務の執行に必要でないと認められた場合を除き速
やかに処理するとともに、監査役の職務の執行について生ずる費用等について、毎年、一定額の予算を設ける。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、「グンゼ行動規範」に基づき、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては、毅然とした態度を示し、これら
を排除する姿勢を貫くこととしております。また、反社会的勢力及び団体による脅威を受けたり被害を受けるおそれのある場合には、警察等関係
行政機関や顧問弁護士と緊密な連携をとりながら、速やかに対応するよう努めております。

Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制等は、下記のとおりです。

１．会社情報の適時開示に係る基本方針

当社は、企業価値を継続的に増大させていくという経営の基本方針を実現するために、コンプライアンスの重要性を認識し、社会・経済環境に対
応した迅速な意思決定と適時適切な情報開示を通して、経営の健全性・透明性の向上を図っております。

特に当社は、当社を含むグループ全役職員の具体的な行動指針として制定した「グンゼ行動規範」の周知徹底により、当社グループの重要な会
社情報の適時開示の重要性について全役職員が認識しており、開かれた企業として社会的な責任を果たすため、重要な会社情報の適時適切な
開示を行っております。

２．会社情報開示の担当と方法

（１）情報取扱責任者と情報開示担当者

適時開示規則第４条の３に則り、情報取扱責任者を設置し厳格な情報管理・統制のもと、適時適切な開示を行うため、原則として下記の情報開示
担当者が会社情報の開示を行っております。

＜情報取扱責任者＞財務担当取締役・執行役員

＜情報開示担当者＞コーポレートコミュニケーション部広報IR室長、財務経理部経理統括室長

（２）情報開示の方法

適時開示規則に該当する情報の開示は、同規則に従い取引所への事前説明のあと、適時情報開示システム（TDNET)にて開示いたします。また、
当社は当社のホームページを株主・投資家の皆様に対する重要な情報発信源として、開示規則に該当しない情報につきましても、株主・投資家の
皆様のご理解に資すると判断した情報は積極的かつ公正に開示しております。

３．重要は会社情報に関する管理体制

（１）社内情報管理

当社は重要な会社情報を管理し全役職員がこれを遵守することを目的として、「内部取引の規則ならびに内部情報の管理に関する規程」を定め
て、重要事項の情報ろうえいの未然防止をはかり、適時適切な社内情報管理を行っております。

（２）開示に関する管理体制

各部門で決定または発生した重要な事実は、遅滞無く情報取扱責任者に一元的に集約され、「決定事実」「決算情報」については、情報取扱責任
者が開示の要否を関係者と協議したうえで、株主総会・取締役会決議等、会社の業務執行を実質的に決定する機関により決議が行われた時点
で、また「発生事実」については、情報取扱責任者がその発生を認識した時点で速やかにトップを含めた経営層と協議し、適時適切に開示する体
制を構築しております。情報開示にあたっては、今後とも管理体制の一層の充実・整備に努めてまいります。

（３）開示処理

開示が決定された重要な会社情報については、情報取扱責任者が直ちに情報開示担当者に開示指示を行うとともに、情報開示担当者は「適時
開示規則」「会社情報適時開示ガイドブック」に則り適時適切に開示処理を行っております。なお、開示に要否についての判断が難しいものは取引
所に事前相談しております。





【コーポレート・ガバナンス体制についての模式図】 

  

 

 

【適時開示体制の概要の模式図】  

 

    【決定事実・決算情報】         【発生事実】 

     （重要事項決定機関）      （各部署・グループ会社） 

          株  主  総  会         各部門情報管理責任者 

取 締 役 会         （各部署長・各会社社長） 

                                  

          ＜情報の集約・全社的管理＞ 情 報 取 扱 責 任 者  

                  （財務担当取締役） 

                  ＜適時開示要否の判定＞ 

         代表取締役、役付取締役、機能別担当取締役、執行役員等 

  

  ＜適時開示＞ 情  報  開  示  担  当  者  

            （ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部広報 IR 室長、財務経理部経理統括室長） 

               決定事実     決算情報     発生事実        

  東  京  証  券  取  引  所   

 

 



＜採用した正規雇用労働者の中途採用比率※＞（単体）

＜育成体系図（一部抜粋）＞
その他共通教育

若手育成 次世代リーダー～経営幹部育成 キャリア形成支援

役員・幹部 経営幹部研修

管理職

中堅社員

若手社員 リーダーシップスクールBasic
GLS L(グンゼリーダーシップ

スクール・レディス）

新入社員～入社3年目

フォローアップ研修（3年間）

中途社員採用時研修

新規学卒新入社員研修

＜グンゼグループとして取り組むべき５つのサステナブル重要テーマ＞

階層
階層別教育

自己啓発支援

50歳ライフ・

キャリアデザイン研修

管理職コーチング研修

キャリアデザイン研修

若手育成担当者研修

通信教育

eラーニング

資格取得

語学習得支援制度

リーダーシップスクールII・III

新任管理職研修

リーダーシップスクールI

実験計画法・IE基礎研修

QC基礎研修

＜非財務目標及び実績＞

比率(%) 2020年度 2021年度 2022年度

中途採用 25 44 35

うち中核人材への登用 0 3.8 0

※労働施策総合推進法に基づく中途採用比率

目標 実績

28％以上 35％以上 26%以上 31.4%

0.7%

女性管理職比率 6％以上 20％以上 4% 5.1%

女性社員比率 35% 41% 33% 34%

女性総合職採用比率 48%

子育て支援 男性育休取得率 50% 70% 30% 36%

組織風土づくり エンゲージメントスコア 70点想定 80点想定 64点想定 62点

働き方改革 年休取得率 75%（15日） 100% 14日 14.1日

102.7%（国内）

100.3％（海外）

環境対応
CO2排出量　削減率（対2013年比）

エネルギー原単位削減率（対前年） 1％/年以上

区分 目標指標 2024年度目標 2030年度目標 2022年度

企業体質の進化

女性活躍推進

50%

その他 生産性向上率（対前年） 103%



＜当社役員のスキルマトリックス＞
社内役員 社外役員

男性
廣地　厚

代表取締役会長

11年

満63歳
〇 〇 〇

男性
佐口　敏康

代表取締役社長

9年

満61歳
〇 〇 〇

独立

女性

中井　洋恵

社外取締役

5年

満62歳

〇

（議長）
〇

独立

男性

鯨岡　修

社外取締役

4年

満67歳
〇 〇 〇

独立

女性

木田　理恵

社外取締役

3年

満54歳
〇 〇 〇

男性
熊田　誠

取締役

6年

満61歳
〇 〇

男性
及川　克彦

取締役

7年

満60歳
〇

男性
河西　亮二

取締役

2年

満60歳
〇 〇 〇

男性
澤田　博和

取締役

＿

満58歳
〇

男性
鈴木　富夫

常勤監査役

2年

満59歳
〇 〇

独立

男性

舩冨　康次

社外監査役

＿

満62歳
〇

独立

男性

中　紀人

社外監査役

＿

満61歳
〇

男性
森田　真一郎

監査役

2年

満66歳
〇 〇

※１ 各人の有するスキルのうち主なものに〇印をつけております

※２コーポレートガバナンス報告書更新日時点のものを記載しております

法務 国際性

監

査

役

取

締

役

属性 氏名・役職等 職歴・年齢
指名・報酬

委員会

主な専門分野

各事業分野の

経営

他社での経営

経験
財務経理

生産技術・

研究開発

営業・

マーケティング




